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に関する研究指定とICT活用等、新たな教育課題
の解決をめざす研究委嘱を継続して実施してまい
ります。また、各校の研究推進に向け、小中一貫
教育の研究計画の作成や研究授業実践への支援を
行うとともに、各校のホームページを活用し、そ
の取り組みを広く地域に周知するなど、小中学校
9年間を見通した系統的・連続的な取り組みを推
進してまいります。
　さらに、学習指導要領の趣旨に基づくカリキュ
ラム・マネジメントの確立に向けて、各校の取り
組みを深化させる研修を実施するとともに、各種
アンケート等の結果を活用し、効果的な事例を情
報提供するなど、9年間を見通した教育課程の推
進を支援してまいります。特に、学校教育目標に
向けた教科等横断的な授業づくりや地域と連携し
た授業実践、総合的な学習の時間を中心とした探
究的な学習など、特色ある教育課程の実現を推進
してまいります。
　学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを
見守り、育成するため、学校運営協議会と学校応
援団の連携・協働体制づくりの支援を行うなど、
地域住民や保護者等の学校運営への参画を促進
し、コミュニティ・スクールの充実に取り組んで
まいります。
　(仮称)蒲生学園および(仮称)川柳学園の令和9年
度開校に向け、PFI手法を用いながら、新たに旧
蒲生小学校敷地内に小中学校が一体となった校舎
や、南中学校敷地内に川柳小学校高学年校舎の建
設準備を進めてまいります。また、小中一貫校の
整備に向けた協議・調整を行うため、該当する小
中学校の教職員、地域住民および保護者などを構
成員とする学校地域準備会等を開催し、小中一貫
型小中学校の整備を進めてまいります。
　児童生徒の学力の向上を図るため、｢主体的・
対話的で深い学び｣の視点からの授業改善に係る
校内研修の支援や指導資料の周知および活用の推
進を図るほか、カリキュラム・マネジメントの確
立に向けて授業と組織運営の改善を相互に連動さ
せ、児童生徒一人ひとりの資質能力を育成するわ
くわく感のある授業づくりを推進してまいりま
す。
　子どもの多様なニーズに応じるため、指導主事
等による学校訪問を通して｢授業づくり・心づく
り・規範づくり｣に関するブックレットの活用と
周知を図ることをはじめ、自学自習システムやAI
ドリルの活用促進など、個を生かし伸ばす指導の
充実に努めてまいります。
　授業改善に生かすため、国・県の学力調査に加
え、本市独自の｢越谷市検証テスト｣を実施し、分
析結果を踏まえた学校支援に取り組むなど、学力
調査等の活用を推進してまいります。また、テス
ト実施方法の一つとして、タブレット端末の使用
を試行してまいります。
　学習指導要領を踏まえた教育課程を着実に実施
するため、｢主体的・対話的で深い学び｣の実現に
向け、授業づくりのポイントの例示や優れた授業
動画の提供を行い、指導内容・指導方法の改善に
努めてまいります。
　児童生徒の情報収集・発信・基本操作スキル等
の情報活用能力の向上を図るため、ICT活用事例
ハンドブックを作成して教職員研修に取り組むと
ともに、学習支援アプリを中心としたタブレット
端末の活用方法を調査研究し、ICＴ機器を有効に
活用した教育の充実に努めてまいります。
　学習指導要領に基づく小中学校外国語教育の充

実に向け、語学指導助手(ALT)の増員とティーム
ティーチングによる効果的な活用に努めるほか、
外国語に係る指導力向上を目的とした研修会の実
施など、英語力向上のため、英語教育を一層推進
してまいります。
　学習指導要領に示された学校図書館の｢読書セ
ンター｣｢学習センター｣｢情報センター｣としての3
つの役割を具現化し、児童生徒の読書活動を一層
推進するため、専門の資格を有する学校司書を増
員し、効果的に配置するとともに、その資質向上
や司書教諭・学校図書館運営ボランティアとの連
携強化を目的とした研修会を実施するなど、読書
活動を推進してまいります。
　児童生徒の他人を思いやる心や生命を大切にす
る心、規範意識などを育むため、道徳教育振興会
議主催の研修会および授業研究会の開催を支援す
るなど、道徳教育の振興に努めてまいります。
　非行・問題行動の未然防止に向け、きめ細かな
生徒指導を通して児童生徒の自己肯定感を高める
ことができるよう、関係機関との連携を深め、教
員の指導力向上を目的とする研修を実施するな
ど、生徒指導体制の充実に努めてまいります。
　教育相談については、就学やいじめ、ヤングケ
アラーなど原因や内容が複雑化している状況への
適切な対応に向け、小中学校と専任教育相談員や
学校相談員をはじめとする専門職および関係機関
が連携した組織的な相談体制づくりや、相談員の
安定的な人数確保に努めてまいります。また、電
話やSNS、来所等の相談窓口の充実および周知を
図り、不登校や悩みを抱える児童生徒および保護
者への支援に取り組むなど、教育相談体制の充実
に努めてまいります。
　いじめ防止対策の推進については、いじめの早
期発見のための市内全校共通アンケートの実施
や、タブレット端末を活用して児童生徒がより
SOSを発信しやすくなるような相談窓口の運用に
取り組むとともに、関係機関との効果的な連携を
図り、いじめの未然防止・早期発見・早期対応・
早期解消・再発防止に努めてまいります。また、
児童生徒がタブレット端末やスマートフォン等の
機器およびSNSを正しく有効に活用できるよう、
指導主事による教職員や児童生徒、保護者、地域
住民を対象とした出前授業・講座を実施するとと
もに、家庭において親子で学ぶことができる教材
の提供に取り組むなど、情報モラル教育を推進し
てまいります。
　児童生徒が人権について正しく理解し、発達段
階に応じた人権感覚を身に付けられるよう、各校
における人権教育年間指導計画の拡充に向けた学
校支援や教職員の指導力向上を目的とした研修を
実施するなど、学校教育における人権教育を進め
てまいります。
　児童生徒が健康な生活を送るための基礎を培う
ことができるよう、学校歯科医等との連携による
養護教諭等を対象とした研修会や視力低下につい
ての講演会を実施するほか、命の大切さや性の違
いを正しく理解し、互いに尊重し合える関係づく
りをめざした｢生命の授業｣を実施するなど、学校
保健の充実に努めてまいります。
　健全な心身の成長や健康保持を図り、自ら食生
活を管理していく能力を身に付けるため、｢体に
必要な栄養素｣をテーマに、五大栄養素を中心と
して｢不足しがちな栄養素｣を献立に取り入れるな
ど、児童生徒に｢望ましい栄養や食事のとり方｣へ
の理解を深めてまいります。また、学校給食摂取

基準の策定における児童生徒の食事状況調査の結
果を踏まえ、特に不足している栄養素｢カルシウ
ム｣を食育のテーマとし、成長期である児童生徒
へ食に関する指導を実施し、学校給食の充実と食
育の推進に努めてまいります。さらに、保護者お
よび教職員の負担軽減を図るため、学校給食費徴
収管理システムの導入に向けた準備を進めてまい
ります。
　児童生徒一人ひとりが環境問題を自らの問題と
して認識し、持続可能な社会の担い手となるよ
う、学校ビオトープを活用した実践活動の充実
や、デジタル化された小学校社会科副読本｢わた
したちの越谷｣および環境教育資料｢しらこばと｣
の利活用など、環境教育を推進してまいります。
　児童生徒が自らの判断に基づいて行動し安全を
確保できるよう、各校の防災訓練や副読本の内容
を見直して防災学習を支援するとともに、｢学校
防災の日｣における、地域との連携を図った全小
中学校一斉の引き渡し訓練を実施し、自助・共助
の意識を育てる防災教育を行うなど、安全教育の
充実に努めてまいります。
　個別的な教育ニーズのある児童生徒に対応する
ため、専門家による発達支援訪問指導や、専門性
の向上を図る教職員研修を実施してまいります。
また、特別支援学級の早期の全校設置に向けた取
り組みや、通級指導教室の適切な配置を推進する
とともに、特別支援教育支援員の増員と効果的な
配置および医療的ケアを受けることが必要な児童
生徒に係る看護職員の配置に努めるなど、特別支
援教育を推進してまいります。
　いじめやヤングケアラーの早期発見など不登校
の未然防止に向け、スクールソーシャルワーカー
や学び総合指導員を学校へ派遣するとともに、指
導主事による校内相談体制の充実に向けた支援に
取り組んでまいります。また、不登校児童生徒の
教育機会の確保や学びの保障に向け、学校からの
授業配信や適応指導教室の運営、フリースクール
との連携を強化してまいります。さらに、健やか
な成長と社会的自立のために個々の努力を積極的
に評価し、出席の取扱いについて柔軟に対応する
など、不登校児童生徒への支援を行ってまいりま
す。
　経済的理由により就学困難と認められる児童生
徒の保護者に対して就学費用の一部を援助すると
ともに、高校・大学等の入学資金の調達が困難な
保護者に入学準備金の貸付を行い、教育を受ける
機会の確保に努めるなど、多様な就学機会への支
援を行ってまいります。
　日本語指導が必要な児童生徒に日本語学習の機
会を提供するため、日本語指導員を学校へ派遣
し、学校生活における日本語の学習支援や適応支
援を行うほか、日本語指導担当者に対する研修を
実施するなど、効果的な支援体制を構築し、日本
語を母語としない児童生徒への支援を行ってまい
ります。
　幼稚園や保育園から小学校教育へ円滑に接続で
きるよう幼保小連絡会を実施するとともに、小学
校教員を対象に、幼児教育に関する理解を深める
ための情報を提供し、幼児教育の振興に努めてま
いります。
　教職員の指導力を高めるため、教職員個々の経
験年数や本市の課題に応じた研修内容の質の向上
を図るとともに、文教大学と連携して大学の持つ
専門的な教育力を活用し、教職員の資質・能力の
向上を図ってまいります。
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